
香取市地域公共交通協議会の設置について  

これまでの取組み（Ｈ18～19年度） 

これまでの「香取市公

共交通の活性化及び

行）第６条の規定に基

（法定協議会）への移

① 市内公共交

※アンケート調査 

①調査対象：無作為抽

②回収状況：1,274

② 市内公共交

※アンケート調査 

①調査対象：バス利用

②回収状況：619 

③ 基本方

※住民・バス利用者ア

①調査対象：＜住民＞

      ＜利用者

②回収状況：＜住民＞

      ＜利用者

⑤

※運行実施計画の素案

①香取市公共交通網再

②公共交通網の維持及

③実施スケジュール 

実務担当者会議        計１１回 

香取市公共交通体系庁内検討会 計 ６回 

平成１８年１２月８日（金） 

第１回 香取市公共交通体系検討委員会 

・市内バス路線の現状と課題について 

・香取市のバス路線に関するアンケート調査について 

・今後の検討方法等について 

平成１９年５月２９日（火） 

第２回 香取市公共交通体系検討委員会 

・香取市公共交通体系の現状と課題の整理について 

・各路線バス等利用者乗降調査及び利用者アンケート調査について 

・東京都市圏パーソントリップ調査による動向について 

・福祉施策の状況について 

・香取市公共交通体系基本方針について 

平成１９年９月４日（火） 

第３回 香取市公共交通体系検討委員会 

・香取市公共交通体系基本方針に基づく取組みについて 

・香取市公共交通体系基本方針に基づく検討及び調査内容について 

・香取市交通要所からみた公共交通体系網について 

・各路線等についての課題及び検討方法について 

平成２０年３月２４日（月） 

第４回 香取市公共交通体系検討委員会 

・香取市公共交通体系検討委員会報告書（案）について 

○地域公共交通総合連携計画の策定（地域公共交通の活性化及び再生を総合的かつ一体的に

 昨年度作成した、「香取市公共交通体系検討委員会 報告書」に基づき、詳細運行計画の調

運行ダイヤ・運賃・運行車両 等）を、国の補助事業である「地域公共交通活性化・再生総

受けて、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第５条の規定による「地域公共交通総合

○地域公共交通総合連携計画の推進（地域公共交通活性化・再生総合事業計画（３年）の推

 「地域公共交通総合連携計画」に位置づけられた、鉄道・バス・旅客船等の事業の具体化

実施に関する事項を記載した計画（※「地域公共交通活性化・再生総合事業計画」）に基づき

※地方運輸局長等の認定が必要となる 

今後の取組み（Ｈ20年度～） 

第５回香取市公共交通体系検討委員会 平成20年5月28日 

発展的改組 

香取市地域公共交通協議会の設置 
通体系の現状と課題の把握 

出 2,500人 

（回収率：50.96％） 

通体系に係る基本方針の策定 

者 

針の考え方及び取組み 

ンケート調査 

世帯無作為抽出 2,100世帯 

＞497配布 

1,009世帯（48.0％） 

＞161（32.4％） 

 報告書の承認 

 

編（案） 

び活性化の推進に対する取組み 

重点事項 
共交通体系検討委員会」を地域公

再生に関する法律（Ｈ19.10.1 施

づく「香取市地域公共交通協議会」

行を図る。 

推進するための計画） 

査・検討（運行ルート・

合事業」の計画策定支援を

連携計画」の策定を図る。

進） 

のために必要となる事業の

実施を図る。 


